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廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
計
画
の
あ
り
方
を
問
う
！

　
　
　
秋
田
　
茂 

議
員

 

給
食
の
安
全
を
目
指
し
て

　
　
　
喜
見
山
明 

議
員

実
施
す
る
こ
と
が
位
置
づ
け
ら

れ
、
検
討
始
め
た
と
こ
ろ
な
の

で
、
現
時
点
で
は
委
託
時
期
は

未
定
で
あ
る
。
委
託
す
る
場
合

で
も
運
営
は
今
ま
で
同
様
管
理

し
て
い
き
、
献
立
の
作
成
、
食

材
の
購
入
、
調
理
の
支
持
、
調

理
さ
れ
た
も
の
の
検
査
等
は
従

来
ど
お
り
行
い
、
職
の
安
全
・

安
心
を
確
保
。
業
者
に
は
調
理

作
業
、
配
缶
作
業
、
洗
浄
消
毒

作
業
、
廚
茶
残
渣
処
理
、
清
掃

作
業
、
ボ
イ
ラ
ー
管
理
当
の
業

務
を
行
う
。
②
常
総
・
下
妻
学

校
給
食
組
合
は
一
部
事
務
組
合

で
運
営
し
て
お
り
、
答
弁
は
差

し
控
え
た
い
。
③
職
員
の
処

遇
と
し
て
は
正
職
員
は
他
の
部

署
へ
の
配
置
転
換
。
臨
時
、
パ

ー
ト
職
員
に
つ
い
て
は
委
託
業

者
に
引
き
続
き
雇
用
す
る
よ
う

に
要
請
。
④
概
算
で
人
件
費
が

一
億
５
７
７
万
円
。
調
理
に

関
す
る
需
用
費
、
役
務
費
等

１
４
０
万
円
削
減
。
調
理
業
務

委
託
料
６
千
２
０
０
万
円
と
相

殺
し
て
年
間
４
千
５
０
０
万
円

前
後
の
削
減
見
込
み
で
あ
る
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○ 

生
活
排
水
処
理
長
期
計
画
の
策

定
と
特
定
地
域
生
活
排
水
事
業

（
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
整
備

事
業
）
に
つ
い
て

一

般

質

問

一

般

質

問

　
名
通
告
順

11
有
識
者
20
名
で
組
織
す
る
環
境

審
議
会
に
諮
問
、
答
申
を
得
た

後
で
意
見
書
を
提
出
。
市
の
裁

量
権
は
以
上
の
よ
う
に
限
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○ 

残
土
に
よ
る
埋
め
立
て
の
認
可

と
行
政
指
導
に
つ
い
て

○
学
校
給
食
に
つ
い
て

質 

問　

日
本
の
学
校
給
食
は
明
治

22
年
山
形
県
鶴
岡
の
忠
愛
小
学

校
で
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お

り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
ア
メ

リ
カ
の
占
領
政
策
で
余
剰
農
産

物
処
理
法
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し

て
本
格
化
し
、
昭
和
27
年
に
学

校
給
食
法
が
公
布
さ
れ
、
商
社

や
食
品
会
社
な
ど
戦
後
60
年
に

わ
た
り
既
得
権
利
を
張
り
め
ぐ

ら
せ
て
き
た
。
当
市
に
お
い
て

米
飯
給
食
を
県
内
で
も
い
ち
早

く
取
り
入
れ
た
こ
と
は
評
価
す

る
。
私
達
の
国
、
食
へ
の
配
慮

は
他
の
国
の
人
々
の
農
地
や
食

文
化
に
も
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ

と
で
あ
り
、
共
生
の
思
想
を
実

践
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
本
来
の

給
食
の
教
育
で
は
な
い
か
。
そ

こ
で
①
常
総
給
食
セ
ン
タ
ー
は

い
つ
か
ら
民
間
委
託
す
る
の

か
。
②
常
総
・
下
妻
学
校
給
食

組
合
も
民
間
委
託
す
る
の
か
。

③
民
間
委
託
し
た
場
合
、
現
在

の
調
理
職
員
の
配
置
と
処
遇
は

ど
う
す
る
の
か
。
④
民
間
委
託

し
た
場
合
、
人
的
効
果
と
費
用

効
果
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
。

答 

弁
（
教
育
部
長
）　

①
平
成
19

年
３
月
に
策
定
し
た
「
常
総
市

行
政
改
革
集
中
プ
ラ
ン
」
に
お

い
て
平
成
22
年
度
か
ら
学
校
給

食
調
理
業
務
の
の
民
間
委
託
を

の
裁
量
権
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
か
。

答 

弁
（
市
民
生
活
部
長
）
事
業
者

か
ら
県
に
廃
棄
物
処
理
施
設
の

設
置
等
に
係
る
事
前
審
査
要
領

の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画

概
要
書
が
県
に
提
出
さ
れ
る
。

県
は
事
業
計
画
に
対
す
る
意
見

を
市
に
求
め
て
く
る
。
意
見
書

は
地
元
住
民
等
の
合
意
形
式
や

土
地
利
用
の
観
点
か
ら
の
も
の

で
、
ま
ず
①
同
意
の
取
得
を
必

要
と
す
る
地
元
関
係
者
や
説
明

会
出
席
者
の
範
囲
等
に
つ
い
て

②
土
地
利
用
上
の
整
合
性
に
つ

い
て
③
処
理
施
設
周
辺
の
生
活

環
境
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
。
こ

れ
ら
３
点
に
つ
い
て
意
見
書
を

求
め
ら
れ
る
。
①
の
同
意
等
の

範
囲
は
原
則
と
し
て
３
百
メ
ー

ト
ル
以
内
の
事
業
所
を
含
む
居

住
す
る
住
民
が
対
象
。
②
は
関

係
法
令
等
と
の
整
合
性
を
問
う

も
の
。
③
は
周
辺
の
交
通
な
ど

へ
の
配
慮
が
主
な
も
の
。
市
は

意
見
を
求
め
ら
れ
る
と
関
係
課

と
協
議
し
、意
見
書
を
ま
と
め
、

○ 

廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
に
関

す
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
。

質 

問　

県
に
対
し
、
民
間
の
団
体

か
ら
当
市
に
廃
棄
物
処
理
施
設

建
設
の
申
請
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
市
や
県
が
直
接
事
業
を
行

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
市
議

会
の
議
案
に
も
あ
が
ら
ず
、
報

告
も
さ
れ
な
い
。
情
報
が
不
足

す
れ
ば
不
安
が
拡
大
す
る
。
去

る
７
月
31
日
に
議
員
全
員
協
議

会
に
報
告
の
あ
っ
た
蔵
持
地
区

の
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
計

画
に
は
驚
い
た
が
、
地
域
住
民

の
知
ら
な
い
所
で
こ
う
し
た
計

画
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
強

く
反
対
す
る
。
県
か
ら
廃
棄
物

処
理
施
設
の
建
設
に
対
す
る
意

見
を
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
市

と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
組
織

で
、
誰
が
議
論
し
、
結
論
を
県

に
提
出
す
る
の
か
。
平
成
20
年

の
「
廃
棄
物
処
理
施
設
は
当
市

に
は
い
ら
な
い
。」
と
い
う
環

境
審
議
会
に
よ
る
答
申
は
ど
の

程
度
勘
案
さ
れ
る
の
か
。
具
体

的
な
建
設
手
続
き
の
中
で
、
市
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新
た
な
市
民
の
足
の
使
い
方
！　

　
　
中
村
博
美 

議
員

 

教
育
環
境
の
整
備
の
た
め
に
！　

　
　
高
杉
　
徹 

議
員

○
予
約
型
乗
合
交
通
に
つ
い
て

質 

問　

市
民
に
と
っ
て
公
平
な
市

民
の
足
が
確
保
さ
れ
る
と
喜
ん

で
い
る
。
ま
し
て
６
月
議
会
で

片
道
５
０
０
円
と
提
示
さ
れ
た

料
金
を
３
０
０
円
に
し
て
ほ
し

い
と
議
会
よ
り
意
見
書
を
提
出

し
た
結
果
、
２
５
０
円
に
な
る

と
い
う
二
重
の
喜
び
で
あ
る
。

福
祉
循
環
バ
ス
の
場
合
、
停
留

所
か
ら
遠
い
方
々
は
乗
車
が
困

難
だ
っ
た
。
玄
関
か
ら
乗
れ
て

出
先
の
施
設
ま
で
２
５
０
円
の

料
金
は
納
得
行
く
金
額
で
あ
る

と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
た
く

さ
ん
の
方
々
か
ら
聞
か
れ
た
疑

問
①
市
民
誰
も
が
利
用
で
き
る

の
か
。
例
え
ば
運
転
免
許
が
あ

り
車
を
持
っ
て
い
る
人
、
仕
事

に
行
く
人
な
ど
。
②
一
人
で
も

利
用
で
き
る
の
か
。
多
く
の
人

が
一
人
で
は
利
用
で
き
な
い
の

で
、
友
達
を
誘
わ
な
く
て
は
乗

れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
ら
し

い
。
③
利
用
者
が
あ
ま
り
に
も

多
く
な
っ
た
と
き
は
ど
う
対
処

す
る
の
か
。

答 

弁
（
企
画
総
務
部
長
）
事
前
に

登
録
を
済
ま
せ
て
い
る
市
民
な

ら
ば
運
転
免
許
証
を
持
っ
て
い

て
も
目
的
地
が
市
内
で
あ
れ
ば

ど
こ
で
も
誰
で
も
利
用
が
可
能

で
あ
る
。
予
約
し
た
人
が
１
人

し
か
い
な
い
場
合
で
も
利
用
可

能
で
あ
る
が
自
力
で
乗
車
で
き

な
い
人
は
介
添
人
の
乗
車
を
、

小
学
生
以
下
の
者
の
場
合
保
護

者
の
同
乗
を
お
願
い
す
る
。
利

用
に
関
す
る
情
報
は
広
報
「
常

総
」、
お
知
ら
せ
版
、
チ
ラ
シ

等
で
知
ら
せ
る
ほ
か
社
会
福
祉

協
議
会
と
連
携
し
て
、
お
食
事

会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル

例
会
、
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
や
民

○ 

障
が
い
児
教
室
の
課
題
と
教
員

支
援
政
策
に
つ
い
て

質 

問　

当
市
の
小
学
校
14
校
と
中

学
校
５
校
に
は
特
別
支
援
学
級

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
知
的
障

が
い
児
と
自
閉
症
・
情
緒
障
が

い
児
、
言
語
障
が
い
児
の
３

種
類
の
学
級
が
あ
り
、
合
計

１
４
９
名
の
児
童
が
学
ん
で
い

る
。
国
の
決
め
た
１
ク
ラ
ス
の

教
員
配
置
基
準
は
８
名
に
１
人

だ
が
、
障
が
い
が
多
様
化
、
重

度
化
す
る
中
で
、
こ
の
基
準
を

改
正
し
、
か
つ
教
育
補
助
員
制

生
委
員
協
議
会
の
集
ま
り
の
際

に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
。
将
来

的
に
利
用
者
が
増
え
る
と
現
在

予
定
し
て
い
る
６
台
で
は
不
足

す
る
事
態
も
考
え
ら
れ
る
が
、

利
用
状
況
の
推
移
を
把
握
し
、

利
用
者
に
不
都
合
の
無
い
よ
う

運
行
車
両
を
セ
ダ
ン
型
か
ら
ワ

ゴ
ン
型
に
大
型
化
、
ま
た
は
増

車
を
行
う
な
ど
適
宜
見
直
し
を

図
っ
て
い
く
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○
火
災
報
知
機
に
つ
い
て

○ 

き
ぬ
温
水
プ
ー
ル
今
後
の
利
用

状
況
に
つ
い
て

度
を
有
効
活
用
し
て
教
員
増
を

図
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

①
三
妻
小
学
校
の
特
別
支
援
学

級
に
つ
い
て
、
自
閉
症
･
情
緒

障
が
い
学
級
と
知
的
障
が
い
学

級
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
教
員
を

配
置
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な

い
か
。
②
岡
田
小
学
校
に
は
現

在
５
つ
の
特
別
支
援
学
級
が
あ

り
、
29
名
の
子
供
達
が
学
ん
で

い
る
。
教
育
補
助
員
を
１
名
配

置
し
て
全
体
の
児
童
を
支
援
し

て
い
く
考
え
は
あ
る
か
。
③
飯

沼
小
学
校
の
児
童
２
名
は
言
語

障
が
い
学
級
が
な
い
た
め
に
岡

田
小
学
校
へ
通
級
し
て
い
る
。

飯
沼
小
学
校
に
も
言
語
障
が
い

学
級
を
設
置
し
て
自
校
で
対
応

し
て
い
く
考
え
は
あ
る
か
。

答 

弁
（
教
育
長
）
三
妻
小
学
校
の

特
別
支
援
学
級
児
童
数
８
名
は

法
律
で
定
め
ら
れ
た
上
限
で
は

あ
る
が
、
こ
こ
の
自
閉
症
･
情

緒
障
が
い
学
級
の
中
に
は
知
的

障
が
い
児
が
３
名
在
籍
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
を
分
け
て
指
導
す

る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
知
的

障
が
い
学
級
の
新
設
に
向
け
て

県
教
育
委
員
会
に
積
極
的
に
働

き
か
け
て
い
き
た
い
。
岡
田
小

学
校
に
関
し
て
は
在
籍
児
童
が

そ
れ
ぞ
れ
の
学
級
に
バ
ラ
ン
ス

よ
く
分
か
れ
、
一
人
一
人
の
教

育
的
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
と
ら

え
、
個
々
に
応
じ
た
事
業
を
展

開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た

め
、
教
育
補
助
員
を
配
置
す
る

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
飯
沼

小
学
校
は
、
自
閉
症
･
情
緒
障

が
い
学
級
５
名
、
知
的
障
が
い

学
級
５
名
在
籍
し
て
お
り
、
通

常
学
級
の
児
童
が
２
名
岡
田
小

学
校
の
言
語
障
が
い
学
級
に
週

１
回
、
１
時
間
程
度
指
導
を
受

け
て
い
る
が
、
２
名
で
は
新
設

は
不
可
能
。
今
後
さ
ら
に
言
語

障
が
い
指
導
の
希
望
者
が
増
え

れ
ば
県
教
育
委
員
会
に
働
き
か

け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○ 

工
業
依
存
型
財
政
の
改
革
と
歳

入
増
の
政
策
に
つ
い
て

○ 

福
祉
循
環
バ
ス
の
継
続
と
公
共

交
通
政
策
に
つ
い
て
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ゴ
ミ
に
関
す
る
課
題
の
解
決
に
向
け
て

　
　
　
堀
越
道
男 

議
員

 

災
害
の
安
心
を
求
め
て
！

　
　
　
遠
藤
正
信 

議
員

○
環
境
問
題
に
つ
い
て

質 

問　

ご
み
問
題
の
解
決
に
は
地

球
の
未
来
を
見
据
え
て
環
境
や

資
源
問
題
を
考
え
た
も
の
作
り

や
貿
易
が
企
業
の
繁
栄
と
経
済

の
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
思

う
。
そ
う
し
た
社
会
の
生
産
の

仕
組
み
を
新
た
に
作
っ
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
①

粗
大
ご
み
の
回
収
は
一
部
事
務

組
合
が
別
々
と
い
う
こ
と
で
旧

水
海
道
地
区
は
事
前
申
請
を
し

て
７
種
類
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
家

庭
の
小
口
か
ら
無
料
で
回
収
さ

れ
、
旧
石
下
地
区
は
有
料
で
個

人
が
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
に
区
別
が

あ
っ
て
い
い
の
か
。
不
便
な
ま

ま
苦
情
が
出
る
状
況
で
い
い
の

か
。
改
善
が
あ
る
の
か
。
②
産

業
廃
棄
物
問
題
は
事
業
者
が
事

業
活
動
に
よ
っ
て
出
た
廃
棄
物

は
企
業
自
身
に
責
任
が
あ
る
と

い
う
の
が
原
理
原
則
で
あ
る
。

地
球
を
守
る
立
場
か
ら
原
理
原

則
に
た
っ
た
対
応
が
出
来
る
の

か
尋
ね
る
。

　

 （
再
質
問
）
現
時
点
で
差
が
あ

る
の
だ
か
ら
差
別
を
ほ
う
っ
て

お
い
て
い
い
の
か
。
緊
急
の
問

題
と
し
て
一
体
化
す
る
施
策
を

一
歩
踏
み
込
ん
だ
答
弁
を
期
待

す
る
。

答 

弁
（
市
民
生
活
部
長
）
①
粗
大

ご
み
の
回
収
方
法
の
統
一
化
に

つ
い
て
、
水
海
道
地
区
は
常
総

環
境
セ
ン
タ
ー
、
石
下
地
区
は

ク
リ
ー
ン
ポ
ー
ト
・
き
ぬ
の
二

つ
の
広
域
事
務
組
合
に
分
か
れ

て
お
り
、
構
成
団
体
と
の
調
整

も
必
要
な
こ
と
か
ら
早
急
な
対

応
は
困
難
で
あ
る
。
今
後
は
二

つ
の
広
域
事
務
組
合
の
問
題
を

で
き
る
だ
け
早
期
に
解
決
し
、

粗
大
ご
み
だ
け
で
な
く
、
ご
み

収
集
方
法
に
つ
い
て
も
統
一
を

図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
認
識
し
て
い
る
。
②
産
業
廃

棄
物
に
対
す
る
自
治
体
の
原
則

的
態
度
と
対
応
に
つ
い
て
、
市

内
に
は
中
間
処
理
施
設
が
６
ヶ

所
、
最
終
処
分
場
が
１
ヶ
所
あ

り
、
更
に
４
事
業
所
が
計
画
さ

れ
て
い
る
。
県
は
笠
間
市
に
廃

棄
物
処
理
施
設
を
整
備
。
最
新

技
術
で
処
理
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
や
既
存
の
施
設
を
有
効
活
用

す
れ
ば
新
た
な
処
理
施
設
の
必

要
性
は
低
い
。
市
内
の
事
業
所

に
対
し
て
は
一
層
の
資
源
の
再

利
用
と
廃
棄
物
の
減
量
化
に
取

り
組
む
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
。

　

 （
再
答
弁
）
ご
み
収
集

の
問
題
は
粗
大
ご
み
だ

け
で
は
無
く
、
石
下
地

区
の
ご
み
袋
無
料
配

布
。
収
集
業
者
と
の
契

約
な
ど
相
違
点
が
あ

り
、
広
域
管
内
の
市
町

村
及
び
事
務
局
と
の
調

整
も
必
要
な
の
で
研
究

課
題
に
さ
せ
て
欲
し

い
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○
水
道
問
題
に
つ
い
て

も
経
済
的
に
も
多
く
の
犠
牲
を

払
っ
た
昨
年
８
月
の
記
録
的
な

ゲ
リ
ラ
豪
雨
が
頭
を
よ
ぎ
る
。

再
び
同
じ
災
害
を
繰
り
返
さ
な

い
こ
と
が
行
政
の
責
務
で
あ

り
、
安
全
を
優
先
し
、
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
石

下
地
区
、
石
下
交
番
北
、
児
童

公
園
北
。さ
ら
に
東
部
配
水
場
、

こ
れ
ら
排
水
の
合
流
箇
所
、
関

東
鉄
道
常
総
線
下
部
の
下
水
管

接
合
部
に
起
因
し
て
い
る
と
想

定
さ
れ
る
が
ど
う
か
。
異
常
降

○ 

豪
雨
時
に
よ
る
道
路
及
び
周
辺

の
冠
水
対
策
に
つ
い
て

質 
問　

８
月
10
日
。
午
前
８
時
30

分
頃
、
旧
国
道
２
９
４
号
線
、

本
石
下
５
０
６
７
番
地
周
辺
の

交
差
点
で
３
・
40
分
前
か
ら
雨

脚
が
強
ま
り
道
路
が
水
路
の
よ

う
な
激
流
と
遭
遇
し
た
。
ほ
ど

な
く
東
部
配
水
場
周
辺
の
道
路

も
冠
水
、
通
行
不
能
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。
一
、二
時
間
で
道

路
も
排
水
し
平
常
に
戻
っ
た

が
、
夕
刻
か
ら
夜
半
に
再
び
豪

雨
の
予
報
が
あ
り
、
精
神
的
に

雨
量
に
よ
る
冠
水
箇
所
が
旧
石

下
地
区
に
お
い
て
他
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
現
状
と
今
後

の
対
策
を
問
う
。

答 

弁
（
都
市
建
設
部
長
）
県
道
谷

和
原
筑
西
線
の
本
石
下
地
区
、

東
部
配
水
場
周
辺
道
路
の
冠
水

に
つ
い
て
は
江
連
都
市
下
水
路

流
域
に
な
っ
て
お
り
、
平
成
21

年
３
月
に
大
房
地
内
に
新
石
下

配
水
樋
管
が
完
成
し
、
以
前
よ

り
改
善
さ
れ
た
。
し
か
し
一
部

未
整
備
地
域
が
あ
る
た
め
、
排

水
能
力
の
効
果
が
上
が
っ
て
い

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後

排
水
路
も
順
次
計
画
的
に
整
備

し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
国
県

道
に
つ
い
て
は
県
と
市
が
協
議

し
て
対
応
し
た
い
。
東
部
配
水

場
周
辺
は
東
側
の
小
保
川
排
水

路
が
流
末
と
し
て
道
路
排
水
路

が
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
平
坦

な
地
域
で
道
路
の
勾
配
も
あ
ま

り
取
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ

り
、
排
水
路
の
流
れ
を
阻
害
し

て
い
る
の
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思

わ
れ
、
今
後
、
現
地
を
調
査
し

改
善
で
き
る
よ
う
検
討
し
た
い
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○ 

石
下
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
石

下
支
所
跡
地
活
用
に
つ
い
て

○ 

保
育
園
待
機
児
童
の
現
状
と
対

策
及
び
学
童
ク
ラ
ブ
（
保
育
）

料
の
格
差
是
正
に
つ
い
て
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医
療
機
関
を
安
心
し
て
受
診
す
る
た
め
に
！

　
　
　
石
川
栄
子 

議
員

 

緊
急
連
絡
網
の
整
備
を

　
　
　
岡
野
一
男 

議
員

○
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て

質 

問　

当
市
の
国
保
税
は
県
内
で

つ
く
ば
市
に
つ
い
で
２
番
目
に

高
く
な
っ
た
。
国
保
税
滞
納
者

の
ほ
と
ん
ど
が
低
所
得
で
、
払

い
た
く
て
も
払
え
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
国
保
税
の
減
免
制

度
の
利
用
状
況
、免
除
者
何
人
、

軽
減
者
何
人
か
。
ま
た
制
度
利

用
の
拡
充
を
求
め
る
。
生
活
し

て
い
く
の
が
や
っ
と
と
い
う
状

況
に
あ
っ
て
は
、
よ
く
よ
く
に

な
ら
な
い
と
病
院
に
も
行
け
な

い
の
が
実
情
。一
部
負
担
金（
総

医
療
費
の
３
割
で
病
院
に
支
払

う
金
額
）
の
減
免
を
行
っ
て
い

る
自
治
体
に
対
し
て
、
国
は
特

別
調
整
交
付
金
で
半
分
補
て
ん

す
る
方
法
を
示
し
た
。
ま
ず
当

市
で
こ
の
減
免
制
度
を
行
い
、

半
分
を
国
に
要
求
す
る
べ
き
と

思
う
が
、
ど
う
か
。
当
市
内
に

お
い
て「
無
料
低
額
診
療
事
業
」

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る

か
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

廃
止
に
な
る
可
能
性
が
見
え
て

き
た
が
、
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で

の
前
期
高
齢
者
に
資
格
証
明
書

を
ど
の
く
ら
い
発
行
し
て
い
る

か
。
ま
た
、
受
診
し
づ
ら
い
発

行
は
止
め
る
べ
き
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

答 

弁
（
保
健
福
祉
部
長
）
平
成
20

年
度
の
減
免
実
施
状
況
は
失
業

及
び
疾
病
に
よ
る
も
の
、
水
害

に
よ
る
も
の
な
ど
合
計
12
件
。

事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
申
請

書
の
提
出
を
受
け
、
被
災
状

況
、
損
害
状
況
、
倒
産
や
失
業

状
況
、
疾
病
等
を
調
査
の
上
で

判
定
。
現
在
の
減
免
取
扱
要
綱

を
も
と
に
申
請
者
一
人
一
人
の

現
状
を
的
確
に
把
握
し
、
細
や

か
な
対
応
を
し
て
い
き
た
い
。

一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
の
活

用
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保

険
法
第
44
条
に
規
定
さ
れ
て
お

り
、
震
災
や
自
然
災
害
、
休
業

や
失
業
等
に
よ
り
収
入
が
著
し

く
減
少
し
、
生
活
困
窮
に
な
っ

た
場
合
、
保
険
者
は
一
部
負
担

金
の
減
免
ま
た
は
徴
収
の
猶
予

措
置
を
取
れ
る
。
し
か
し
一
方

で
一
部
負
担
金
の
減
免
は
国
保

財
政
負
担
増
と
な
り
、
保
険
税

に
転
嫁
さ
れ
る
危
険
性
も
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
適
用
に

つ
い
て
は
適
正
に
行
う
。
無
料

低
額
診
療
事
業
は
県
内
に
は
水

戸
、
神
栖
な
ど
合
計
５
箇
所
あ

る
が
、当
市
は
適
用
外
で
あ
る
。

資
格
証
明
書
は
再
三
に
わ
た
る

○ 

災
害
時
に
お
け
る
消
防
団
員
へ

の
連
絡
体
制
に
つ
い
て

質 

問　

行
政
事
務
の
一
部
を
市
民

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
依
頼
し
て

い
る
中
で
も
っ
と
も
危
険
な
業

務
で
あ
る
消
防
団
員
へ
の
連
絡

体
制
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
か
。
従
来
、
消
防
団
員
は

自
営
の
方
が
多
数
い
た
。
し
か

し
、
最
近
は
会
社
等
に
勤
務
し

て
い
る
方
が
多
く
、
し
か
も
市

内
だ
け
で
な
く
か
な
り
広
範
囲

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
電
話
に

よ
る
通
信
方
法
だ
と
確
実
性
を

損
な
う
の
で
は
な
い
か
。
社
会

生
活
の
変
遷
を
受
け
て
連
絡
体

制
を
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
に
よ

る
一
斉
配
信
に
し
て
は
ど
う

か
。
緊
急
時
に
対
応
で
き
、
在

宅
家
族
の
負
担
軽
減
に
も
つ
な

が
る
と
考
え
る
。
近
隣
市
町
村

で
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入

れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
聞

く
。
先
進
地
域
の
情
報
を
調
査

し
、
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
考

え
は
あ
る
か
。

　

 （
再
質
問
）
既
存
の
シ
ス
テ
ム

を
利
用
す
れ
ば
新
し
い
通
信
シ

ス
テ
ム
の
構
築
は
必
要
と
し
て

い
な
い
の
で
、
検
討
で
は
な
く

早
急
に
対
処
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答 

弁
（
企
画
総
務
部
長
）
消
防
団

員
に
対
す
る
災
害
の
情
報
提
供

や
出
動
準
備
な
ど
の
連
絡
体
制

は
短
時
間
で
行
な
え
る
よ
う
な

体
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
、
出
動
に
あ
た
っ
て
は
要

請
に
基
づ
き
団
長
が
判
断
し
、

電
話
で
連
絡
す
る
体
制
に
な
っ

て
い
る
。
携
帯
電
話
の
普
及
に

よ
り
、
民
間
業
者
に
よ
る
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
が

あ
り
、
消
防
団
員
に
メ
ー
ル
配

信
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
市
に
お
い
て
市
民
協
働
の

街
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
市

民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ト
の
開

設
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い

る
の
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活

用
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
い
。

ま
た
、
火
災
時
に
お
け
る
消
防

署
か
ら
消
防
団
幹
部
へ
の
出
動

通
報
に
は
順
次
指
令
シ
ス
テ
ム

が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
消
防
署

が
発
信
元
で
あ
る
こ
の
シ
ス
テ

ム
は
地
震
発
生
時
や
ゲ
リ
ラ
豪

雨
時
の
出
動
通
報
の
迅
速
な
配

信
に
最
良
で
あ
る
。
こ
の
メ
ー

ル
発
信
シ
ス
テ
ム
を
拡
充
し
、

西
南
広
域
消
防
で
行
っ
て
い
る

シ
ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
る
検
討

も
行
い
た
い
。

　

 （
再
回
答
）
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ

ム
が
全
消
防
団
員
、
全
職
員
に

一
斉
に
連
絡
で
き
る
か
検
討

し
、
早
急
に
導
入
し
た
い
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○
庁
用
バ
ス
の
運
行
状
況
に
つ
い
て

○
特
別
会
計
の
見
直
し
に
つ
い
て

納
税
相
談
、
訪
問
等
に
応
答
が

無
い
１
１
８
世
帯
に
発
行
し
、

そ
の
中
で
高
齢
者
の
み
の
世
帯

は
１
世
帯
。
今
後
保
険
証
へ
の

切
り
替
え
が
出
来
る
よ
う
に
努

め
る
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○
選
挙
制
度
に
つ
い
て
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都
市
計
画
の
あ
り
方
は
！

　
　
　
坂
巻
文
夫 

議
員

 

人
員
確
保
と
退
職
金
増
加
へ
の
不
安
！

　
　
　
中
村
安
雄 

議
員

○ 

特
例
債
事
業
に
お
け
る
西
幹
線

道
路
の
整
備
状
況
は

質 

問　

特
例
債
事
業
の
通
称
西
幹

線
と
呼
ば
れ
る
鹿
小
路
細
野
線

整
備
事
業
は
平
成
18
年
度
か
ら

事
業
を
実
施
し
、
平
成
20
年
度

に
は
供
用
開
始
と
の
こ
と
で
あ

る
が
計
画
開
始
か
ら
３
年
を
経

過
し
た
現
在
ま
で
の
事
業
状
況

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
。
今
後
の
整
備
計
画
も
あ
わ

せ
て
尋
ね
る
。
守
谷
市
の
板
戸

井
か
ら
鬼
怒
川
を
渡
る
県
道
豊

岡
取
手
線
の
滝
下
橋
で
の
慢
性

的
な
交
通
渋
滞
。
滝
下
橋
本
体

の
老
朽
化
。
玉
台
橋
の
ラ
ッ
シ

ュ
時
に
お
け
る
四
方
の
渋
滞
が

菅
生
、
坂
手
、
内
守
谷
の
生
活

道
路
、
通
学
道
路
、
農
道
に
ま

で
渋
滞
を
広
げ
て
い
る
。
守
谷

市
が
豊
岡
取
手
線
バ
イ
パ
ス
を

計
画
し
た
場
合
滝
下
橋
を
補
完

す
る
新
橋
梁
の
架
橋
を
含
む
こ

と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
動
き

に
対
し
て
当
市
は
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
の
か
。
守
谷
市
と
緊

密
な
連
携
の
も
と
に
積
極
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
要
望
す
る
。
鬼

怒
川
ふ
れ
あ
い
道
路
が
全
線
開

通
す
る
こ
と
に
伴
い
沿
線
開
発

等
に
よ
り
経
済
効
果
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
対

応
し
て
い
く
の
か
。

答 

弁
（
都
市
建
設
部
長
）
鹿
小
路

細
野
線
は
平
成
18
年
度
事
業
に

着
手
し
、
平
成
27
年
度
の
供
用

開
始
を
目
標
に
整
備
を
進
め
て

い
る
。進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、

平
成
18
年
度
に
地
元
各
地
域
の

説
明
会
を
開
催
し
、
平
面
測
量

を
実
施
。
平
成
19
年
度
に
は
用

地
測
量
、
詳
細
設
計
を
県
に
委

託
、
一
部
土
地
買
収
を
開
始
。

平
成
20
年
度
か
ら
現
在
ま
で
は

埋
蔵
文
化
財
の
調
査
と
並
行
し

て
用
地
買
収
を
推
進
し
て
い

る
。
用
地
買
収
の
状
況
は
８
月

末
ま
で
の
進
捗
率
は
買
収
総
額

の
55
％
。
今
年
度
の
予
算
全
額

執
行
す
る
と
約
80
％
の
用
地
買

収
と
な
る
予
定
。
工
事
に
つ
い

て
は
今
年
度
よ
り
県
に
委
託
。

今
後
の
整
備
計
画
と
し
て
は
平

成
22
年
度
よ
り
残
り
の
用
地
買

収
を
完
了
。本
格
的
工
事
開
始
。

平
成
27
年
度
に
供
用
開
始
で
き

○ 

市
職
員
の
大
量
退
職
と
一
般
財

源
の
負
担
額
に
つ
い
て

質 

問　

団
塊
世
帯
の
退
職
者
数
の

推
移
と
今
後
の
職
員
採
用
に
つ

い
て
尋
ね
る
。
市
町
村
職
員
の

退
職
員
を
賄
っ
て
い
る
他
県
の

市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
の

調
査
で
、
平
成
18
年
度
で
60
億

で
あ
っ
た
赤
字
が
平
成
19
年
度

で
は
７
６
０
億
円
と
13
倍
と
な

っ
た
と
報
道
さ
れ
た
。
茨
城
県

市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
運
営

及
び
自
治
体
拠
出
金
の
負
担

率
の
引
き
上
げ
と
予
算
額
に

つ
い
て
尋
ね
る
。
平
成
21
年

度
の
負
担
額
は
予
算
書
上
で

５
億
４
１
３
１
万
４
０
０
０
円

で
あ
る
が
、
負
担
率
の
限
界
と

退
職
金
の
削
減
に
つ
い
て
、
一

般
会
計
か
ら
の
支
出
が
増
え
れ

ば
財
政
負
担
が
増
し
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
低
下
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
。
６
月
議
会
で
は
ボ
ー

ナ
ス
が
減
額
さ
れ
、
12
月
に
は

さ
ら
に
上
積
み
さ
れ
て
減
額
す

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
退
職
金
制
度
に
つ

い
て
答
弁
を
求
め
る
。

答 

弁
（
企
画
総
務
部
長
）
団
塊
の

世
代
と
呼
ば
れ
る
昭
和
22
年
か

ら
昭
和
24
年
生
ま
れ
の
退
職
は

一
昨
年
か
ら
始
ま
り
、
定
年
退

職
者
13
人
。
昨
年
度
12
人
。
本

年
度
24
人
。
こ
の
３
年
間
で
49

人
が
退
職
す
る
。
今
後
大
量
退

職
が
見
込
ま
れ
平
成
22
年
度
か

ら
平
成
26
年
度
ま
で
の
５
年
間

で
１
６
０
人
が
退
職
す
る
。
現

職
員
数
が
５
８
０
人
な
の
で

31
・
７
％
が
退
職
す
る
こ
と
に

な
る
。
職
員
採
用
に
つ
い
て
は

平
成
18
年
度
か
ら
４
年
間
で
45

人
を
採
用
。
本
年
度
は
専
門
職

職
員
６
名
程
度
採
用
予
定
だ
が

る
よ
う
に
進
め
る
。
工
事
費
に

つ
い
て
は
特
例
債
だ
け
で
な
く

国
庫
補
助
事
業
の
採
択
を
受
け

市
の
負
担
軽
減
を
図
る
。
全
線

開
通
に
よ
る
経
済
効
果
に
つ
い

て
は
物
流
道
路
と
し
て
の
役
割

が
増
大
し
、
沿
線
開
発
の
促
進

に
大
き
く
寄
与
す
る
と
考
え
る
。

一
般
事
務
の
採
用
は
見
送
る
。

そ
の
後
に
つ
い
て
は
人
事
評
価

制
度
の
導
入
や
職
員
の
意
識
改

革
を
行
い
、
事
業
の
見
直
し
な

ど
を
進
め
最
小
限
に
し
た
い
。

県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
運

営
に
つ
い
て
は
総
合
事
務
組
合

の
議
決
を
経
て
決
定
。
議
員
の

構
成
は
県
内
市
町
村
長
の
代
表

12
人
。
同
議
会
の
代
表
16
人
。

平
成
21
年
度
の
退
職
手
当
一
般

負
担
金
率
は
１
０
０
０
分
の

２
２
０
で
あ
る
が
来
年
度
か
ら

１
０
０
０
分
の
２
４
５
に
引
き

上
げ
と
な
る
。
給
料
月
額
を
本

年
度
と
同
額
で
試
算
す
る
と
来

年
度
は
４
億
９
６
０
０
万
円
と

な
り
、
約
５
７
０
０
万
円
の
負

担
増
と
な
る
見
込
み
。
負
担
率

の
限
界
に
つ
い
て
は
１
０
０
０

分
の
２
４
５
が
最
大
で
平
成
28

年
度
以
降
は
下
降
修
正
に
転
じ

る
と
認
識
し
て
い
る
。
退
職
金

の
削
減
に
つ
い
て
は
今
後
国
の

動
向
次
第
で
あ
る
。



 （9）　第 186 号 市 議 会 だ よ り 平成 21 年 12 月 3 日発行

県西広域水道用水供給事業料金見直しに関する意見書
　県西広域水道用水供給事業の推進に特段の御配慮を賜り，深く感謝申し上げます。
　さて，県西地域においては，つくばエクスプレスや首都圏中央連絡自動車道等の交通体系の整備及び沿線開発の進展により，
社会環境が大きく変貌している地域と人口減に対応した施策や経済不況に直面している地域が見られる状況となっている。
　このような中，県西地域の生活用水については，給水人口は僅かながら増加する傾向が見られる。一方，水道水の生活用原単
位は節水機器の普及並びに社会経済の停滞等の起因により，近年減少傾向が見られ，全般的に有収水量の増加が見込まれない状
況と思われる。
　さらに，県西広域水道用水供給事業による受水費は，各市町の水道事業経営健全化にとって，最も大きな支出負担となり，今
後の水道事業経営を圧迫することが懸念される。
　つきましては，今回５ヵ年ごとの料金見直しについて，平成 21 年度以降据置きとするということだが，企業局の財務諸表等
から試算すると，収支は好転すると予想されるので，当市議会としては，平成 22 年度以降の料金について，再度御検討（値下げ）
をいただき，水道事業経営安定化並びに健全化の御指導，御尽力をいただけるよう強く要望する。
　以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 21 年９月 24 日
常 総 市 議 会　

　　　（宛先）茨城県知事

 
財
政
の
健
全
化
を
図
る
に
は
！　

　
　
風
野
芳
之 

議
員

産業廃棄物処理施設 ｢常総クリーンセンター ｣の建設に反対することを求める意見書
　現在，CO2 排出によるとされる地球温暖化，地球破壊が世界各国で大きな問題になっており，当然，我が国においても CO2 排
出の削減に国を挙げて取り組んでいる現状であると認識している。
　先日，議会において，産業廃棄物処理施設 ｢ 常総クリーンセンター ｣ 建設計画の概要が報告され，大変驚いているところである。
　また，隣接する古間木地区において操業する農業用産廃施設から異臭が発生し，近隣の人が救急車で病院に搬送され，入院す
る騒ぎが起きたばかりであり，先に坂手地区の産業廃棄物処理施設についても建設反対をし，多数の署名をもって県に対して反
対陳情を行ったばかりである。
　特に，今回建設が計画されている処理施設は，処理取り扱い品目と規模の大きさに驚くとともに，搬出入する大型トラックの
通行量の増加による交通環境の悪化や，排出される粉塵・煙・汚染水による農作物の汚染被害と付随する風評被害による作物の
価格の低下及び販路の減少，及び呼吸器系疾患等の健康被害が懸念される。
　よって，当市議会としては，地域住民のみならず，近隣地区住民の安心・安全な生活環境を確保し，緑豊かな常総市の明るい
未来を次の世代に引き継げるよう，産業廃棄物処理施設建設計画に強く反対するものである。
　以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 21 年９月 24 日
常 総 市 議 会　

　　　（宛先）茨城県知事

○ 

財
政
緊
急
事
態
宣
言
を
し
た
今

後
の
市
財
政
は
ど
の
よ
う
に
対

処
す
る
の
か

質 

問　

世
界
的
な
経
済
危
機
に
見

舞
わ
れ
市
と
し
て
も
大
変
厳
し

い
財
政
状
況
の
中
で
議
会
初
日

に
財
政
緊
急
事
態
宣
言
を
し
た

よ
う
で
あ
る
が
合
併
前
に
合

併
の
必
要
性
、
生
活
圏
の
拡

大
、
地
方
分
権
及
び
少
子
高
齢

化
の
対
応
を
や
っ
て
き
た
。
合

併
協
議
会
を
設
立
し
、
街
づ
く

り
計
画
の
中
に
平
成
17
年
か
ら

27
年
ま
で
の
10
年
間
に
実
施

す
る
予
定
が
出
さ
れ
て
い
る

が
、
一
般
会
計
の
予
算
に
お
い

て
１
９
７
億
１
８
０
０
万
円

に
比
べ
平
成
20
年
度
の
決
算

２
１
７
億
３
３
４
２
万
円
と
い

う
こ
と
で
、
相
当
額
が
過
剰
な

支
出
と
な
っ
て
い
る
。
人
件

費
に
つ
い
て
も
昨
年
度
の
決

算
46
億
３
２
０
４
万
に
対
し
、

43
億
５
７
０
０
万
円
と
当
時
の

状
況
か
ら
す
る
と
平
成
20
年
度

予
算
と
の
誤
差
を
ど
う
と
ら
え

て
い
る
か
。
あ
わ
せ
て
平
成
17

年
か
ら
27
年
ま
で
の
計
画
で
は

予
算
規
模
で
２
０
０
億
円
を
超

え
た
予
算
計
上
は
な
か
っ
た
が

現
在
す
で
に
２
０
０
億
円
を
超

え
た
予
算
計
上
と
な
っ
て
い

る
。
今
後
財
政
の
健
全
化
を
図

る
た
め
、
財
源
を
ど
の
よ
う
に

確
保
し
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に

経
費
削
減
を
し
て
い
く
の
か
。

答 

弁
（
企
画
総
務
部
長
） 

平
成
21

年
度
予
算
執
行
に
あ
た
り
歳
入

面
で
特
に
法
人
市
民
税
の
落
ち

込
み
が
激
し
く
予
算
に
沿
っ
た

事
業
を
執
行
す
る
と
大
幅
な
歳

入
不
足
が
生
じ
る
。
全
庁
的
に

現
状
を
認
識
し
て
も
ら
う
た
め

に
８
月
27
日
の
部
課
長
会
議
で

財
政
非
常
事
態
宣
言
の
周
知
徹

底
を
図
っ
た
。
現
在
各
課
か
ら

費
用
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
削

減
案
を
募
っ
て
い
る
。
本
年
度

も
５
ヶ
月
が
過
ぎ
一
、
未
着
手

の
事
業
の
執
行
停
止
や
次
年
度

先
送
り
。
二
、
時
間
外
手
当
の

抑
制
。
三
、
消
耗
品
等
の
購
入

禁
止
な
ど
を
実
施
し
歳
出
削
減

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
年
度
以
降
は
歳
入
面
で
売
却

可
能
資
産
の
処
分
。
公
共
施
設

の
利
用
料
、手
数
料
の
適
正
化
。

歳
出
面
で
は
非
常
勤
特
別
職
報

酬
の
見
直
し
、
新
規
採
用
抑
制

等
人
件
費
削
減
。
一
部
事
務
組

合
一
元
化
の
推
進
を
図
る
。
ま

た
元
気
の
み
な
も
と
補
助
金
制

定
に
よ
る
補
助
金
の
適
正
執

行
。
今
後
さ
ら
に
厳
し
い
状
況

と
な
る
が
全
庁
一
丸
と
な
っ
て

財
政
健
全
化
に
努
め
た
い
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○ 

市
町
村
合
併
に
お
け
る
目
的
は

ど
の
程
度
達
成
で
き
、
ま
た
、

ど
の
程
度
の
効
果
が
出
て
い
る

の
か



 平成 21 年 12 月 3 日発行 市 議 会 だ よ り 第 186 号（10）

教育予算の拡充を求める意見書
　子供たちに豊かな教育を保障することは，社会の基盤づくりにとってきわめて重要なことです。現在の社会経済不安の中で，貧困と格差は，
世代間に引き継がれている状況があり，経済的な理由から高校生の中途退学者もふえています。日本の子供に関する公的支出は先進国最低レ
ベルとなっており，諸外国並みに，家計基盤の弱い家庭への子供に係る給付拡充などの施策の実施が必要です。また，家庭の所得の違いによ
って，子供たちの教育や進路に影響が出ないための，高校教育の無償化，就学援助・奨学金制度の抜本的拡充など，公教育の基盤充実が不可欠です。
　しかしながら，義務教育費国庫負担金の負担割合が２分の１から３分の１に縮小されたことや地方交付税削減の影響，厳しい地方財政の状
況などから，自治体において，教育予算の確保が困難となっており，少人数教育の推進，学校施設，旅費・教材費，就学援助・奨学金制度な
ど広がる教育条件の自治体間格差の是正が急務です。
　また，｢ 子供と向き合う時間の確保 ｣ のための施策と文科省による ｢ 勤務実態調査 ｣ で現れた極めて厳しい教職員の勤務実態の改善が喫緊
課題となっています。
　自治体の財政力や保護者の所得の違いによって，子供たちが受ける ｢ 教育水準 ｣ に格差があってはなりません。
　よって，政府においては，教育予算を国全体として，しっかりと確保・充実させるため，次の事項を実現されるよう，強く要望する。

記
１ ．｢ 子供と向き合う時間の確保 ｣ を図り，きめの細かい教育の実現のために，義務制第８次・高校第７次教職員定数改善計画を実施すること。
２ ．教育の自治体間格差を生じさせないために，義務教育費国庫負担制度について，国負担率を２分の１に復元することを含め制度を堅持すること。
３ ．家庭の所得の違いによって，子供たちの教育や進路に影響が出ないよう，就学援助制度を拡充すること。また，そのための国の予算措置

を行うこと。あわせて，奨学金制度について。｢ 貸与 ｣ から ｢ 給付 ｣ 方式に改善すること。
４ ．学校施設整備費，教材費，図書費，旅費，学校・通学路の安全対策など，教育予算の充実のため，地方交付税を含む国の予算を拡充すること。
５ ．教職員の人材を確保するため，教職員給与の財源を確保・充実すること。あわせて，40 年ぶりに実施した文科省の勤務実態調査の結果を

施策に反映し，実効ある超勤縮減対策を行うこと。
　以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 21 年９月 24 日
常 総 市 議 会　

　　　（提出先）総務大臣，文部科学大臣

政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて，20 万トン規模の政府米買い入れを求める意見書
　農水省は 08 年産米の生産量を 866 万トンとし，需要量は 855 万トンと予測して集荷円滑化対策によって「豊作過剰米」10 万トンを 2 月に
買い入れ，変則的に政府備蓄米に充当した。この結果，米の ｢ 需給は均衡 ｣ しているとしてきた。
　しかし，米価は 4 月以降，一気に下落し，市中相場はコシヒカリを中心に 1,000 円 (60 ㎏ ) 以上も下落している。
　その原因は，昨年 11 月以降，景気の底割れ状態の下で米の需要が落ち込み，4 月からの輸入小麦価格の大幅値下げ（14.8%），ＭＡ汚染米事
件や，その後のカビが続出していることの米消費への影響等が考えられる。
　こうした中，量販店は ｢ 生活応援 ｣ などと称し，5 ㎏で 200 円（1 俵換算 2,160 円下げ），300 円（同 3,240 円），中には 500 円超（同 5,400 円超）
の値下げ販売を行っている。コンビニや量販店も弁当を 200 円台で大々的に売り出し，業界紙は ｢ 過去最高の値下げ競争 ｣ と報じている。こ
うした動きは米価の重大な値下げ圧力となり，この事態を放置するなら 09 年産の価格に重大な影響を及ぼすことは間違いない。
　農水省の備蓄米政策も米価暴落の大きな要因であり，米業界は農水省の発言 ｢ 備蓄米は買い上げしない（3 月 31 日，食料部会）｣ によって「需
給は締まりようがなくなった」と見ている。
　農水省は備蓄米の適正在庫は 100 万トンとし，売れた量だけ買い入れるのが ｢ 備蓄ルール ｣ としてきた。昨年 6 月末の備蓄米は 99 万トン，こ
の間の販売見込みは約 21 万トンであり，ことし 6 月末に 100 万トンの在庫を維持するためには，最低 22 万トンの買い入れが必要である。しかし，
農水省は正規の備蓄米の買い入れはまったく行っておらず，05 年産の備蓄超古米を安値（12,000 円台／ 60 ㎏）で売却して米価暴落を誘導している。
　こうした状況を放置するなら，政府が育成の対象としている ｢ 担い手農家 ｣ を含めて，米の再生産の基盤が失われることは明白である。
　よって国におかれては，下記の事項を実現されるよう強く要望する。
１ ．米価をめぐる異常事態に際し，政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて，20 万トン規模の備蓄米の買い上げを直ちに実施すること。
　以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 21 年９月 24 日
　 常 総 市 議 会　

　　　（提出先）衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，農林水産大臣

（10 面からつづく）

介護療養型病床廃止中止を求める意見書
　政府は，第 164 通常国会において「医療制度改革関連法」を成立させ，2012 年 3 月末で 12 万床の介護療養型病床を廃止し，2006 年現在 23
万床ある医療療養型病床（回復期リハビリテーション病棟を除く）を 15 万床に削減することとした。
　しかし，厚生労働省がまとめた都道府県の「療養病床アンケート調査」では，日中・夜間とも自宅では介護できる人がいないとの回答が，「医
療療養型（54.3％）」「介護療養型病床（61.4％）」にものぼっている。
　また，同調査では，医療療養型病床における医療区分１のうち，最低でも 59.7％の患者が「都道府県が例示した医療処置」を実施しており，
介護療養型病床における医療区分１のうち，最低でも 58.4％が「都道府県が例示した医療処置」を実施していることが判明している。
　こうした中で医療療養型病床については，昨年都道府県が策定した 2012 年度の療養病床の目標数が現在の医療療養型病床とほぼ同じ 22 万
床となり，医療現場や患者の状況を踏まえて，政府はこれを追認することとしている。
　しかし，介護療養病床について，現場や患者からは廃止中止を求める声が根強い。介護療養型病床の転換先として，介護療養型老人保健施
設などが示されているが，介護療養型老人保健施設は，夜間の医師や看護職員の配置が手薄くなるなど現在の介護療養型病床のように必要な
医療を提供することは困難である。
　このまま介護療養型病床が廃止されれば，どこにも行き場のない，いわゆる「医療難民」「介護難民」が各地であふれることは明らかである。
　ついては，地域住民が，いつでも，どこでも安心して必要な入院医療を受けられるようにするために，下記の事項を要望する。

記
１．介護療養型病床廃止計画を中止すること。

　以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
　
　　平成 21 年９月 24 日

常 総 市 議 会　
　　　（提出先）　内閣総理大臣，厚生労働大臣
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10
月
22
日
千
葉
県
山
武
市
議
会

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
議
員
11

名
と
随
行
職
員
あ
わ
せ
て
16
名
が

当
市
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

10
月
29
日
に
は
新
潟
県
十
日
町

市
議
会
生
活
文
教
常
任
委
員
会
の

議
員
８
名
と
随
行
職
員
あ
わ
せ
て

10
名
が
当
市
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

常
総
市
政
治
倫
理
審
査
会
委
員

に
新
し
く
秋
田
和
子
氏
と
北
村
仁

氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

　

常
総
市
政
治
倫
理
審
査
会
委
員

は
笠
原
文
恵
氏
、
折
原
正
三
氏
、

荒
木
勝
好
氏
、
倉
金
一
廣
氏
、
田

中
ひ
さ
子
氏
、
上
野
皓
士
氏
、
秋

山
昇
氏
、
吉
田
信
雄
氏
、
山
中
信

男
氏
、
渡
辺
勝
一
氏
が
平
成
21
年

９
月
30
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と

な
っ
た
た
め
、
引
き
続
き
折
原
正

三
氏
、
荒
木
勝
好
氏
、
倉
金
一
廣

氏
、
田
中
ひ
さ
子
氏
、
秋
山
昇

氏
、
吉
田
信
雄
氏
、
山
中
信
男
氏
、

渡
辺
勝
一
氏
を
、
新
た
に
秋
田
和

子
氏
と
北
村
仁
氏
を
任
命
し
た
い

旨
、
市
長
よ
り
提
案
が
あ
り
、
議

会
は
こ
れ
に
同
意
い
た
し
ま
し

た
。
任
期
は
２
年
で
す
。

　

市
教
育
委
員
会
委
員
に
秋
葉
寿

寿
子
氏
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意

　

市
教
育
委
員
会
委
員
の
秋
葉
寿

寿
子
氏
は
、
平
成
21
年
９
月
30
日

を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
っ
た
た

め
、
そ
の
後
任
と
し
て
引
き
続
き

秋
葉
寿
寿
子
氏
を
、
任
命
し
た
い

旨
、
市
長
よ
り
提
案
が
あ
り
、
議

会
は
こ
れ
に
同
意
い
た
し
ま
し

た
。
任
期
は
４
年
で
す
。

求
め
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る

陳
情

　

採　
　

択
（
文
教
厚
生
）

【
陳
情
第
３
号
】

○ 

「
地
域
の
県
立
高
校
の
存
続
と
、

30
人
以
下
学
級
実
現
で
ゆ
き
と

ど
い
た
教
育
を
求
め
る
意
見
書

提
出
」
に
関
す
る
陳
情

　

継
続
審
査
（
文
教
厚
生
）

【
陳
情
第
３
号
】

○ 

細
野
地
区
の
排
水
対
策
に
つ
い

て
の
陳
情
書

　

採　
　

択
（
総
務
）

【
請
願
第
２
号
】

○ 

白
鼻
芯
（
ハ
ク
ビ
シ
ン
）
駆
除

対
策
費
に
対
す
る
予
算
補
助
請

願
書

　

採　
　

択
（
総
務
）

【
請
願
第
３
号
】

○
常
総
市
石
下
地
区
公
民
館
新
築

･
公
園
整
備
に
関
す
る
請
願

　

採　
　

択
（
文
教
厚
生
）

【
請
願
第
４
号
】

○ 

教
育
予
算
の
拡
充
を
求
め
る
請

願

　

採　
　

択
（
文
教
厚
生
）

【
請
願
第
５
号
】

○ 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
「
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー
」
の
建
設
に
反

対
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願

　

採　
　

択
（
環
境
経
済
）

【
請
願
第
６
号
】

○ 

福
祉
循
環
バ
ス
の
存
続
と
利
便

性
の
向
上
を
求
め
る
請
願
書

　

採　
　

択
（
文
教
厚
生
）

【
請
願
第
７
号
】

○ 

政
府
が
自
ら
決
め
た
備
蓄
ル
ー

ル
に
基
づ
い
て
、
20
万
ト
ン
規

模
の
政
府
米
買
い
入
れ
を
求
め

る
請
願

　

採　
　

択
（
環
境
経
済
）

【
陳
情
第
３
号
】

○ 

介
護
療
養
型
病
床
廃
止
中
止
を

○
次
の
案
件
が
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

地
域
医
療
を
守
る
た
め
に
常
設
の

小
児
科
医
・
産
科
医
の
確
保
と
拡

充
を
求
め
る
決
議

　

行
政
に
課
せ
ら
れ
た
最
も
重
要

な
使
命
の
一
つ
に
、
市
民
に
対
し

て
安
心
で
安
全
な
医
療
を
24
時
間

提
供
す
る
義
務
が
あ
る
。
特
に
子

供
や
妊
産
婦
に
対
し
て
は
な
お
さ

ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
在
、
常
総
市
に
お

い
て
は
休
日
・
夜
間
の
小
児
救
急

輪
番
制
は
あ
る
も
の
の
、
守
谷
市

や
取
手
市
の
医
療
機
関
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
緊
急
性
が
高
い
子
供

の
患
者
や
妊
産
婦
の
方
に
は
十
分

な
医
療
体
制
と
は
言
い
が
た
い
。

　

そ
こ
で
、
当
市
議
会
は
、
常
総

市
と
し
て
、
当
地
域
の
中
核
病
院

で
あ
る
「
き
ぬ
医
師
会
病
院
」
に

常
設
の
小
児
科
医
と
産
科
医
の
確

保
並
び
に
拡
充
を
求
め
る
こ
と

を
、
こ
こ
に
決
議
す
る
。

　

平
成
21
年
９
月
24
日

常
総
市
議
会

行
政
視
察
で
来
庁

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

♦
子
供
達
が
貴
重
な
体
験
♦

　

８
月
19
日
市
役
所
の
議
場
で
、

常
総
市
初
の
中
学
生
議
会
が
、
通

常
の
市
議
会
と
同
じ
形
式
で
行
わ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
社
会
科
学
学

習
の
一
環
と
し
て
、
市
政
の
仕
組

み
と
議
会
活
動
を
理
解
す
る
た
め

に
実
施
す
る
も
の
で
、
市
内
の
５

中
学
校
か
ら
６
人
ず
つ
選
ば
れ
た

30
人
の
議
員
に
よ
り
活
発
な
討
議

が
な
さ
れ
、
有
意
義
な
議
会
と
な

り
ま
し
た
。

中
学
生
議
会
を
開
催

中
学
生
議
会
を
開
催

❖ 
山
武
市
議
会 

❖

❖ 

十
日
町
市
議
会 
❖

人
　
　
事

決
　
　
議
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○
建
設
委
員
会

　

道
路
、
河
川
、
住
宅
及
び
建
築

と
都
市
計
画
を
テ
ー
マ
に
以
下
の

先
進
地
に
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

◦
期
日
＝
10
月
28
日
～
30
日

◦
視
察
地
＝
山
口
県
柳
井
市

　

 
視
察
事
項
：「
ふ
る
さ
と
の
道
」

整
備
事
業

◦
視
察
地
＝
広
島
県
竹
原
市

　

 

視
察
事
項
：
都
市
再
生
整
備
計

画
に
つ
い
て

 

○
総
務
委
員
会

　

特
異
な
交
付
金
利
用
に
よ
る
行

政
サ
ー
ビ
ス
が
多
様
化
す
る
市
民

ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
か
を
テ
ー

マ
に
以
下
の
先
進
地
へ
の
視
察
を

行
い
ま
し
た
。

◦
期
日
＝
10
月
26
日
～
28
日

◦
視
察
地
＝
青
森
県
む
つ
市

　

 

視
察
事
項
：
電
源
立
地
地
域
対

策
交
付
金
事
業
に
つ
い
て

◦
視
察
地
＝
北
海
道
函
館
市

　

 

視
察
事
項
：
行
政
の
情
報
化
政

策
に
つ
い
て

　

・
委
員
長　
　

吉
原　

光
夫

　

・
副
委
員
長　
　

篠
崎　

正
己

　

・
委　
　

員　
　

吉
田　

栄
一

　
　
　
　
　
　
　
　

岡
野　

一
男

　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤　

正
信

　
　
　
　
　
　
　
　

石
川　

栄
子

◎
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
一
般
質
問
の
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
内
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
に

掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ア
ク

セ
ス
の
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
市
議
会
」

→
「
会
議
録
検
索
」
を
ク
リ
ッ

ク
し
て
く
だ
さ
い
。

議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

○
文
教
厚
生
委
員
会

　

世
界
的
な
不
況
の
中
、
奨
学
金

支
給
制
度
及
び
女
性
の
社
会
進
出

と
育
児
と
の
両
立
並
び
に
健
康
増

進
の
た
め
の
事
業
を
テ
ー
マ
に
以

下
の
先
進
地
に
視
察
を
行
い
ま
し

た
。

◦
期
日
＝
10
月
14
日
～
16
日

　

視
察
地
＝
北
海
道
北
広
島
市

　

 

視
察
事
項
：
奨
学
金
支
給
制
度

に
つ
い
て

◦
視
察
地
＝
北
海
道
江
別
市

　

 

視
察
事
項
：
緊
急
サ
ポ
ー
ト
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
制
度
に
つ
い
て

◦
視
察
地
＝
北
海
道
旭
川
市

　

 

視
察
事
項
：
均
分
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
温
水
プ
ー
ル

常
任
委
員
会
行
政
視
察
報
告

常
任
委
員
会
行
政
視
察
報
告

常
任
委
員
会
行
政
視
察
報
告

 

○
環
境
経
済
委
員
会

　

環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
方
と

農
業
発
展
に
寄
与
す
る
事
業
を
テ

ー
マ
に
以
下
の
先
進
地
へ
の
視
察

を
行
い
ま
し
た
。

◦
期
日
＝
10
月
20
日
～
22
日

◦
視
察
地
＝
青
森
県
県
八
戸
市

　

 

視
察
事
項
：
廃
棄
物
の
リ
サ
イ

ク
ル
利
用
に
つ
い
て

◦
視
察
地
＝
青
森
県
五
所
川
原
市

　

 

視
察
事
項
：
市
民
農
園
、
ふ
れ

あ
い
体
験
農
園
及
び
稲
わ
ら
ふ

り
ー
で
ん
に
つ
い
て

　

市
議
会
常
任
委
員
会
は
、
次
の
と
お
り
視
察
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

12
月
の
定
例
会
は
、
次
の
日
程

で
開
催
さ
れ
ま
す
。

11
月
30
日（
月
）
本
会
議

12
月
３
日（
木
）
一
般
質
問

　
　

４
日（
金
）
一
般
質
問

　
　

７
日（
月
）
一
般
質
問

　
　

８
日（
火
）
予
算
・
特
別
委
員
会

　
　

９
日（
水
）
常
任
委
員
会

　
　

10
日（
木
）
常
任
委
員
会

　
　

14
日（
月
）
本
会
議

＊ 

日
程
の
一
部
が
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す

５
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